
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇仮庁舎(大通西 2丁目)での業務は、令和７年(２０２５年)２月２１日(金)の

１７時１５分までとなります。 

〇２１日(金)の業務終了後は、移転作業のため、電話及び FAX並びに電子メ

ール等の送受信ができなくなりますので、ご了承ください。 

(移転後の電話番号及び FAX番号に、変更はありません。) 

 中央区社会福祉協議会は、令和７年(２０２５年)２月２５日(火)に、

中央区役所の新庁舎オープンに合わせて移転します。 

 中央区社会福祉協議会は、中央区複合庁舎(南 3条西 11丁目)へ移転しま

す。移転の日程は以下のとおりとなります。 


